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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の方向に並ぶ複数の圧力検出素子からなる２つの素子列が前記第一の方向に直交す
る第二の方向に間隔を空けて配列されたセンサ部と、
　前記第一の方向が生体の体表面下の動脈の伸びる方向と交差する状態で前記体表面に前
記センサ部を押圧する押圧部と、
　前記第一の方向に伸びる第一の軸と前記第二の方向に伸びる第二の軸の各々の周りに前
記センサ部を回転させる回転機構と、を備え、
　前記２つの素子列の前記第二の方向の配列間隔が、５ｍｍ以上１５ｍｍ以下であり、
　前記第二の軸の周りの回転角度が最適角度に制御され、且つ、前記第一の軸の周りの回
転角度が最適角度に制御された状態で前記圧力検出素子が検出する圧力信号の交流成分の
大きさに基づいて前記複数の圧力検出素子の中から最適圧力検出素子が決定され、前記最
適圧力検出素子の検出する圧力信号から生体情報が算出される脈波検出装置。
【請求項２】
　請求項１記載の脈波検出装置と、
　前記最適圧力検出素子により検出された圧力信号に基づいて生体情報を算出する生体情
報算出部と、を備える生体情報測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、脈波検出装置及び生体情報測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手首の橈骨動脈等の動脈が通る生体部位の体表面に圧力センサを接触させた状態で、こ
の圧力センサにより検出される情報を用いて脈拍、心拍、又は、血圧等の生体情報を測定
することのできる生体情報測定装置が知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１には、複数の圧力検出素子からなる複数の素子列を有する圧力センサを、こ
の複数の素子列の配列方向と直交する方向（動脈と直交する方向）に伸びる軸の周りに回
転させる駆動部を有する生体情報測定装置が開示されている。この生体情報測定装置は、
複数の素子列の各々により検出された脈波のうちの最大振幅値同士を比較し、これらの振
幅値が一致するように圧力センサを回転させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０１－２８８２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の生体情報測定装置は、複数の素子列を有するため、脈波の検出精度
を向上させる効果が期待できる。しかし、特許文献１には、複数の素子列の間隔をどの程
度に設定するかについて具体的に記載されていない。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、脈波の検出精度を向上させることの
できる脈波検出装置とこれを備える生体情報測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の脈波検出装置は、第一の方向に並ぶ複数の圧力検出素子からなる２つの素子列
が前記第一の方向に直交する第二の方向に間隔を空けて配列されたセンサ部と、前記第一
の方向が生体の体表面下の動脈の伸びる方向と交差する状態で前記体表面に前記センサ部
を押圧する押圧部と、前記第一の方向に伸びる第一の軸と前記第二の方向に伸びる第二の
軸の各々の周りに前記センサ部を回転させる回転機構と、を備え、前記２つの素子列の前
記第二の方向の配列間隔が、５ｍｍ以上１５ｍｍ以下であり、前記第二の軸の周りの回転
角度が最適角度に制御され、且つ、前記第一の軸の周りの回転角度が最適角度に制御され
た状態で前記圧力検出素子が検出する圧力信号の交流成分の大きさに基づいて前記複数の
圧力検出素子の中から最適圧力検出素子が決定され、前記最適圧力検出素子の検出する圧
力信号から生体情報が算出されるものである。
【０００８】
　本発明の生体情報測定装置は、前記脈波検出装置と、前記圧力検出素子により検出され
た圧力信号に基づいて生体情報を算出する生体情報算出部と、を備えるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、脈波の検出精度を向上させることのできる脈波検出装置とこれを備え
る生体情報測定装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態である生体情報測定装置の脈波検出部１００の外観構成を示
す模式図である。
【図２】図１に示す脈波検出部１００の拡大図である。
【図３】図１に示す装着状態での脈波検出部１００を利用者の肘側から見た図である。
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【図４】図１に示す装着状態での脈波検出部１００を手首との接触部位側から見た図であ
る。
【図５】本実施形態の生体情報測定装置の脈波検出部１００以外の部分のブロック構成を
示す図である。
【図６】本実施形態の生体情報測定装置の連続血圧測定モードの動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図７】図６に示すステップＳ３の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図８】図７のステップＳ３８で選択された選択素子列において橈骨動脈上に位置する注
目素子により検出される圧力信号の変化を示す図である。
【図９】図６に示すステップＳ５の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１０】図１に示す脈波検出部１００のロール角を３つの値に制御した状態を示す図で
ある。
【図１１】図１０に示すようにロール角が制御された状態で選択素子列の各圧力検出素子
により検出される圧力信号のＤＣレベルと、この各圧力検出素子の位置との関係を示すグ
ラフである。
【図１２】図６に示すステップＳ８の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１３】第一注目素子と第二注目素子により検出される圧力信号の一例を示す図である
。
【図１４】第一注目素子と第二注目素子により検出される圧力信号の一例を示す図である
。
【図１５】図６に示すステップＳ５の詳細処理の変形例を示すフローチャートである。
【図１６】素子列の動脈方向の位置を変えながら脈波を検出した実験の結果を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態である生体情報測定装置の脈波検出部１００の外観構成を
示す模式図である。本実施形態の生体情報測定装置は、図示しないバンドにより、生体情
報の測定対象となる動脈（図１の例では橈骨動脈Ｔ）が内部に存在する生体部位（図１の
例では利用者の左手の手首）に装着して用いられる。
【００１３】
　図２は、図１に示す脈波検出部１００の拡大図である。図３は、図１に示す装着状態で
の脈波検出部１００を利用者の肘側から見た図である。図４は、図１に示す装着状態での
脈波検出部１００を手首との接触部位側から見た図である。図１～図４は、脈波検出部１
００を模式的に示したものであり、各部の寸法や配置等を限定するものではない。
【００１４】
　脈波検出部１００は、空気袋２を内蔵する筐体１と、空気袋２に固定された平面状の部
材である平板部３と、平板部３に対して２軸回転機構５ａにより２つの軸の各々を中心に
回転可能に支持された回動部５と、回動部５の平板部３側とは反対側の平面に設けられた
センサ部６とを備える。
【００１５】
　空気袋２は、図１に示すように、脈波検出部１００が手首に装着された状態で、センサ
部６の押圧面６ｂを生体部位（手首）の体表面に対して押圧する押圧部として機能する。
押圧部は、センサ部６を動脈に対して押圧できる機構であれば何でもよく、空気袋を用い
たものには限定されない。
【００１６】
　空気袋２は、図示しないポンプにより、内部の空気量が制御されることで、空気袋２に
固定された平板部３を平板部３の表面（回動部５側の平面）に垂直な方向に移動させる。
【００１７】
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　図１に示す装着状態では、脈波検出部１００に含まれるセンサ部６の押圧面６ｂが利用
者の手首の皮膚に接触する。この状態で空気袋２に注入される空気量が増えることで、空
気袋２の内圧が増加し、センサ部６は体表面に向けて押圧される。以下、センサ部６によ
る体表面への押圧力は、空気袋２の内圧と等価であるとして説明する。
【００１８】
　図４に示すように、センサ部６は、一方向である方向Ｂに並ぶ複数個の圧力検出素子６
ａからなる素子列６０と、方向Ｂに並ぶ複数個の圧力検出素子７ａからなる素子列７０と
、を有する。素子列６０と素子列７０は方向Ｂと直交する方向Ａに配列されている。脈波
検出部１００が手首に装着された状態では、素子列６０が末梢側に配置され、素子列７０
が中枢側に配置される。
【００１９】
　各圧力検出素子６ａと、この圧力検出素子６ａと方向Ｂでの位置が同じ圧力検出素子７
ａとがペアを構成し、センサ部６には、このペアが方向Ｂに複数配列された構成となって
いる。圧力検出素子６ａと圧力検出素子７ａは、それぞれ、例えば、歪ゲージ抵抗式、半
導体ピエゾ抵抗式、又は、静電容量式等の素子が用いられる。
【００２０】
　素子列６０と素子列７０に含まれる各圧力検出素子は同一平面上に形成されており、こ
の平面が樹脂等の保護部材によって保護されている。各圧力検出素子が形成された平面と
、この平面を保護する保護部材の表面とは平行になっており、この保護部材の表面が押圧
面６ｂを構成する。
【００２１】
　各圧力検出素子６ａ（７ａ）は、その配列方向が橈骨動脈Ｔと交差（略直交）するよう
に橈骨動脈Ｔに対して押圧されることにより、橈骨動脈Ｔから発生して皮膚に伝達される
圧力振動波、すなわち脈波を検出することができる。
【００２２】
　圧力検出素子６ａ（７ａ）の配列方向の間隔は、橈骨動脈Ｔ上に必要かつ充分な数が配
置されるように充分小さくされている。圧力検出素子６ａ（７ａ）の配列長さは、橈骨動
脈Ｔの径寸法より必要かつ充分に大きくされている。
【００２３】
　図４に示すように、２軸回転機構５ａは、空気袋２による平板部３の押圧方向に直交す
る２つの軸である第一の軸Ｘ及び第二の軸Ｙの各々を中心に回動部５を回転させるための
機構である。
【００２４】
　２軸回転機構５ａは、後述する回転駆動部１０によって回転駆動されて、平板部３の表
面上に設定された互いに直交する第一の軸Ｘ及び第二の軸Ｙの各々を中心に回動部５を回
転させる。
【００２５】
　第一の軸Ｘは、素子列６０又は素子列７０における圧力検出素子の配列方向（方向Ｂ）
に伸びる軸である。第一の軸Ｘは、図４の例では、素子列６０と素子列７０との間（図４
の例では中間）に設定されている。第一の軸Ｘの方向Ａにおける位置は任意である。
【００２６】
　第二の軸Ｙは、素子列６０と素子列７０の配列方向（方向Ａ）に伸びる軸である。第二
の軸Ｙは、図４の例では、素子列６０と素子列７０をそれぞれ均等に２分割する直線上に
設定されている。第二の軸Ｙの方向Ｂにおける位置は任意である。
【００２７】
　回動部５が第一の軸Ｘを中心に回転することで、センサ部６は第一の軸Ｘの周りに回転
する。また、回動部５が第二の軸Ｙを中心に回転することで、センサ部６は第二の軸Ｙの
周りに回転する。
【００２８】
　以下では、センサ部６の第一の軸Ｘの周りへの回転をピッチ回転という。また、センサ
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部６の第一の軸Ｘの周りの回転角度のことをピッチ角という。また、センサ部６の第二の
軸Ｙの周りへの回転をロール回転という。また、センサ部６の第二の軸Ｙの周りの回転角
度のことをロール角という。
【００２９】
　ピッチ角は、押圧方向に対して垂直な面と押圧面６ｂとのなす角度で定義される。押圧
面６ｂが押圧方向に対して垂直になっている状態はピッチ角＝０度である。この状態から
センサ部６を回転可能な方向の一方の方向（プラス方向）にピッチ回転させたときのピッ
チ角をプラスの値とし、センサ部６を該一方の方向の逆方向（マイナス方向）にピッチ回
転させたときのピッチ角をマイナスの値とする。
【００３０】
　以下では、ピッチ角＝０度の状態から、素子列６０が体表面に近づく方向にセンサ部６
が回転する方向（図１において反時計回りの方向）をピッチ回転のプラス方向とし、素子
列６０が体表面から離れる方向にセンサ部６が回転する方向（図１において時計回りの方
向）をピッチ回転のマイナス方向とする。
【００３１】
　ロール角は、押圧方向に対して垂直な面と押圧面６ｂとのなす角度で定義される。押圧
面６ｂが押圧方向に対して垂直になっている状態はロール角＝０度である。この状態から
センサ部６を回転可能な方向の一方の方向（プラス方向）にロール回転させたときのロー
ル角をプラスの値とし、センサ部６を該一方の方向の逆方向（マイナス方向）にロール回
転させたときのロール角をマイナスの値とする。
【００３２】
　以下では、図３において、ロール角＝０度の状態からセンサ部６が反時計回りに回転す
る方向をロール回転のプラス方向とし、ロール角＝０度の状態からセンサ部６が時計回り
に回転する方向をロール回転のマイナス方向とする。
【００３３】
　ピッチ角とロール角は、それぞれ複数の値に制御可能である。
【００３４】
　図５は、本実施形態の生体情報測定装置の脈波検出部１００以外の部分のブロック構成
を示す図である。
【００３５】
　生体情報測定装置は、脈波検出部１００と、回転駆動部１０と、空気袋駆動部１１と、
装置全体を統括制御する制御部１２と、表示部１３と、操作部１４と、メモリ１５と、を
備える。
【００３６】
　脈波検出部１００のセンサ部６には、温度検出部７が設けられている。温度検出部７は
、圧力検出素子６ａ，７ａ近傍の温度を検出し、検出した温度情報を制御部１２に入力す
る。
【００３７】
　回転駆動部１０は、脈波検出部１００の２軸回転機構５ａを駆動するアクチュエータで
ある。回転駆動部１０は、制御部１２の指示にしたがい２軸回転機構５ａを駆動して、セ
ンサ部６を第一の軸Ｘの周りに回転させたり、センサ部６を第二の軸Ｙの周りに回転させ
たりする。
【００３８】
　空気袋駆動部１１は、ポンプ等により構成され、制御部１２の指示のもと、空気袋２に
注入する空気量（空気袋２の内圧）を制御する。
【００３９】
　表示部１３は、生体情報等の各種情報を表示するためのものであり、例えば液晶表示装
置等により構成される。
【００４０】
　操作部１４は、制御部１２に対する指示信号を入力するためのインターフェースであり
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、生体情報の測定を含む各種動作の開始を指示するためのボタン等により構成される。
【００４１】
　メモリ１５は、センサ部６により検出されて生体情報の算出に利用される圧力信号及び
算出された生体情報等の各種情報を記憶する記憶媒体であり、例えばフラッシュメモリ等
により構成される。メモリ１５は着脱可能なものであってもよい。
【００４２】
　制御部１２は、プロセッサを主体に構成されており、プロセッサの実行するプログラム
等が記憶されるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び、ワークメモリとし
てのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を含む。
【００４３】
　このプログラムは、制御プログラムを含む。ＲＯＭは、プログラムをコンピュータが読
取可能な一時的でない（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）記憶媒体である。ＲＯＭに記憶
されたプログラムは、ネットワークを介して別の機器からダウンロードされて記憶された
ものであってもよい。
【００４４】
　制御部１２は、プロセッサが制御プログラムを含むプログラムを実行することにより、
以下の機能を有する。
【００４５】
　制御部１２は、空気袋駆動部１１を制御して空気袋２内の空気量を調整することで、セ
ンサ部６による手首への押圧力を制御する。制御部１２は、押圧力制御部として機能する
。
【００４６】
　制御部１２は、回転駆動部１０を制御してセンサ部６を回転させて、センサ部６のピッ
チ角及びロール角を制御する。制御部１２は、回転制御部として機能する。
【００４７】
　制御部１２は、温度検出部７により検出された温度に基づいて、圧力検出素子６ａ，７
ａにより検出される圧力信号（出力信号）の基準レベルを設定する。この基準レベルの設
定により、圧力検出素子６ａ，７ａにより検出される圧力信号のレベルは、設定された基
準レベルを基準にした値として処理される。制御部１２は基準レベル設定部として機能す
る。
【００４８】
　制御部１２は、センサ部６のピッチ角を第一の値に制御し、かつ、センサ部６のロール
角を第二の値に制御し、かつ、空気袋２によってセンサ部６を体表面に押圧した状態（以
下、脈波計測状態という）で、センサ部６の中から選択された圧力検出素子により検出さ
れる圧力信号をメモリ１５に記憶する。制御部１２は記憶制御部として機能する。
【００４９】
　制御部１２は、脈波計測状態で検出されてメモリ１５に記憶された圧力信号に基づいて
生体情報を算出し、算出した生体情報をメモリ１５に記憶する。制御部１２は生体情報算
出部として機能する。
【００５０】
　生体情報としては、脈波に基づいて算出できるものであれば何でもよい。例えば、制御
部１２は、生体情報として、ＳＢＰ（Ｓｙｓｔｏｌｉｃ　Ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ
）及びＤＢＰ（Ｄｉａｓｔｏｌｉｃ　Ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）等の血圧情報、脈
拍数等の脈拍情報、又は、心拍数等の心拍情報、等を算出する。
【００５１】
　なお、生体情報算出部は、生体情報測定装置とは別の電子機器が有するものであっても
よい。この場合は、生体情報測定装置のメモリ１５に記憶された圧力信号が電子機器に転
送され、この電子機器において生体情報が算出され記憶される。
【００５２】
　制御部１２は、空気袋２によってセンサ部６を体表面に押圧した状態で、センサ部６の
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圧力検出素子により検出される圧力信号に基づいて設定可能な複数のロール角の中から上
記の第二の値を決定し、ロール角をこの決定した第二の値に制御する。
【００５３】
　そして、制御部１２は、ロール角を第二の値に制御した状態でセンサ部６の１つ又は複
数の圧力検出素子により検出される圧力信号に基づいて、設定可能な複数のピッチ角の中
から上記の第一の値を決定する。制御部１２は回転角決定部として機能する。
【００５４】
　脈波検出部１００、回転駆動部１０、及び、空気袋駆動部１１と、制御部１２の機能ブ
ロック（押圧力制御部、回転制御部、基準レベル設定部、記憶制御部、回転角決定部）と
により脈波検出装置が構成される。
【００５５】
　以下、本実施形態の生体情報測定装置の動作について説明する。本実施形態の生体情報
測定装置は、１拍毎にＳＢＰ及びＤＢＰを算出して表示部１３に表示する連続血圧測定モ
ードを有する。
【００５６】
　図６は、本実施形態の生体情報測定装置の連続血圧測定モードの動作を説明するための
フローチャートである。
【００５７】
　なお、脈波検出部１００は、血圧測定指示がなされる前の初期状態では、ピッチ角とロ
ール角が共に例えば０度に設定され、押圧面６ｂが押圧方向に垂直になっているものとす
る。
【００５８】
　ここでは、ピッチ角とロール角をそれぞれ０度とした状態を初期状態とするが、これに
限らない。例えば、脈波検出部１００が手首に装着された状態で、その手首の形状に応じ
て、押圧面６ｂが皮膚に均等に接触するように、回転駆動部１０がセンサ部６をロール回
転又はピッチ回転させた状態を初期状態としてもよい。
【００５９】
　血圧測定指示があると、制御部１２は、温度検出部７により検出された温度情報を取得
し、この温度情報に基づいて、センサ部６の各圧力検出素子６ａ，７ａにより検出される
圧力信号の基準レベルの設定を行う（ステップＳ１）。
【００６０】
　本実施形態では、センサ部６に含まれる各圧力検出素子６ａ，７ａとして、押圧面６ｂ
が物体に接触していない状態で検出される圧力信号（オフセットレベル）が温度によって
変化するものを用いている。
【００６１】
　そこで、制御部１２は、温度検出部７により検出された温度に基づいて、圧力検出素子
６ａ，７ａにより検出される圧力信号の基準レベルを設定する。この基準レベルの設定に
より、圧力検出素子６ａ，７ａにより検出される圧力信号のレベルは、設定された基準レ
ベルを基準にした値として処理される。
【００６２】
　圧力検出素子６ａ，７ａにより検出される圧力信号には、拍動に依存しない直流成分と
、拍動によって変動する交流成分とが含まれる。拍動によって変動した圧力信号の波形の
立ち上がり点のレベルが直流成分のレベル（ＤＣレベル）である。拍動によって変動した
圧力信号の波形の立ち上がり点とピークとの差分値が交流成分のレベル（ＡＣレベル）で
ある。
【００６３】
　ステップＳ１の後、制御部１２は、空気袋駆動部１１を制御して空気袋２への空気の注
入を開始し、センサ部６による体表面への押圧力を増加させる（ステップＳ２）。
【００６４】
　制御部１２は、ステップＳ２で開始した押圧力の増加過程において素子列６０及び素子
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列７０の各々の圧力検出素子により検出される圧力信号に基づいて、素子列６０と素子列
７０のいずれか一方を選択する（ステップＳ３）。
【００６５】
　ここでは、制御部１２は、素子列６０と素子列７０のうち、増加過程においてより速く
橈骨動脈Ｔを閉塞できたものを選択する。以下、ステップＳ３の処理について、図７を参
照して詳述する。
【００６６】
　図７は、図６に示すステップＳ３の詳細を説明するためのフローチャートである。
【００６７】
　制御部１２は、ステップＳ２で開始した押圧力の増加過程において、素子列６０の各圧
力検出素子６ａにより検出される圧力信号に基づいて、素子列６０を構成する全ての圧力
検出素子６ａの中から、橈骨動脈Ｔ上に位置する１つの圧力検出素子である注目素子（以
下、第一注目素子という）を決定する（ステップＳ３０）。
【００６８】
　例えば、制御部１２は、任意のタイミングで各圧力検出素子６ａにより検出された圧力
信号を交流成分と直流成分に分け、ＡＣレベルが交流閾値以上となりかつＤＣレベルが直
流閾値以下となる圧力検出素子６ａを第一注目素子として決定する。
【００６９】
　また、制御部１２は、ＡＣレベルが交流閾値以上となりかつＤＣレベルが直流閾値以下
となる圧力検出素子６ａが複数ある場合には、この複数の圧力検出素子６ａのうち、ＡＣ
レベルが最大かつＤＣレベルが最小となるものを第一注目素子として決定する。
【００７０】
　制御部１２は、素子列６０のＩＤと、ステップＳ３０で決定した第一注目素子のＩＤと
、この第一注目素子により検出された圧力信号と、この圧力信号の検出時刻と、この検出
時刻での空気袋２による押圧力と、を対応付けてＲＡＭに記憶する（ステップＳ３１）。
【００７１】
　ステップＳ３１の後、制御部１２は、ＲＡＭに記憶された検出時刻毎の第一注目素子の
圧力信号に基づいて、ステップＳ３０で決定した第一注目素子により検出された圧力信号
のＡＣレベルがピークを過ぎたか否かを判定する（ステップＳ３２）。
【００７２】
　具体的には、制御部１２は、ステップＳ３０で決定した第一注目素子の圧力信号の検出
時刻の直前の検出時刻に対応する圧力信号の第一のＡＣレベルと、ステップＳ３０で決定
した第一注目素子の圧力信号の第二のＡＣレベルとを比較する。
【００７３】
　そして、制御部１２は、第二のＡＣレベルが第一のＡＣレベルに対して閾値以上小さく
なっている場合に、ステップＳ３０で決定した第一注目素子により検出された圧力信号の
ＡＣレベルがピークを過ぎたと判定する。
【００７４】
　制御部１２は、第二のＡＣレベルが第一のＡＣレベルに対して閾値以上小さくなってい
ない場合、又は、第一注目素子の圧力信号のＡＣレベルがＲＡＭに１つしか記憶されてい
ない場合には、ステップＳ３０で決定した第一注目素子により検出された圧力信号のＡＣ
レベルがピークを過ぎていないと判定する。
【００７５】
　ステップＳ３２の判定がＮＯの場合、制御部１２はステップＳ３０に処理を戻す。
【００７６】
　ステップＳ３２の判定がＹＥＳの場合、制御部１２は、ステップＳ３０で決定した第一
注目素子により検出された圧力信号のＡＣレベルが、ＲＡＭに記憶されている第一注目素
子の圧力信号のＡＣレベルの最大値よりも小さい閉塞完了判定閾値（以下、第一の閉塞完
了判定閾値という）に達しているか否かを判定する（ステップＳ３３）。
【００７７】
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　第一の閉塞完了判定閾値は、ＲＡＭに記憶された第一注目素子の圧力信号のＡＣレベル
の最大値に対し、０より大きく１よりも小さい係数αを乗じた値が設定される。
【００７８】
　第一の閉塞完了判定閾値は、素子列６０によって橈骨動脈Ｔが閉塞されたか否かを判定
するための値である。係数αは、この目的に沿って判定精度が確保できる程度の値が設定
される。係数αは、一例として０．５とされる。
【００７９】
　ステップＳ３３の判定がＮＯの場合、制御部１２はステップＳ３０に処理を戻す。
【００８０】
　ステップＳ３３の判定がＹＥＳの場合、制御部１２はステップＳ３８の処理を行う。
【００８１】
　ステップＳ３０～ステップＳ３３の処理と並行して、制御部１２は、ステップＳ３４～
ステップＳ３７の処理を行う。
【００８２】
　ステップＳ３４において、制御部１２は、ステップＳ２で開始した押圧力の増加過程に
おいて、素子列７０の各圧力検出素子７ａにより検出される圧力信号に基づいて、素子列
７０を構成する全ての圧力検出素子７ａの中から、橈骨動脈Ｔ上に位置する１つの圧力検
出素子である注目素子（以下、第二注目素子という）を決定する。
【００８３】
　第二注目素子の決定方法は第一注目素子の決定方法と同様である。なお、ステップＳ３
４の処理は、ステップＳ３０の処理と同時刻に行われる。
【００８４】
　ステップＳ３４の次のステップＳ３５において、制御部１２は、素子列７０のＩＤと、
ステップＳ３４で決定した第二注目素子のＩＤと、この第二注目素子により検出された圧
力信号と、この圧力信号の検出時刻と、この検出時刻での空気袋２による押圧力と、を対
応付けてＲＡＭに記憶する。
【００８５】
　ステップＳ３５の次のステップＳ３６において、制御部１２は、ＲＡＭに記憶された検
出時刻毎の第二注目素子の圧力信号に基づいて、ステップＳ３４で決定した第二注目素子
により検出された圧力信号のＡＣレベルがピークを過ぎたか否かを判定する。この判定方
法は、ステップＳ３２と同様である。
【００８６】
　ステップＳ３６の判定がＮＯの場合、制御部１２はステップＳ３４に処理を戻す。
【００８７】
　ステップＳ３６の判定がＹＥＳの場合、制御部１２は、ステップＳ３４で決定した第二
注目素子により検出された圧力信号のＡＣレベルが、ＲＡＭに記憶されている第二注目素
子の圧力信号のＡＣレベルの最大値よりも小さい閉塞完了判定閾値（以下、第二の閉塞完
了判定閾値という）に達しているか否かを判定する（ステップＳ３７）。
【００８８】
　第二の閉塞完了判定閾値は、ＲＡＭに記憶されている第二注目素子の圧力信号のＡＣレ
ベルの最大値に対し上記の係数αを乗じた値が設定される。
【００８９】
　ステップＳ３７の判定がＮＯの場合、制御部１２はステップＳ３４に処理を戻す。ステ
ップＳ３７の判定がＹＥＳの場合、制御部１２はステップＳ３８の処理を行う。
【００９０】
　ステップＳ３８において、制御部１２は、素子列６０と素子列７０のうち、ＡＣレベル
が先に閉塞完了判定閾値に達した注目素子を含む素子列を選択する。
【００９１】
　つまり、圧力信号のＡＣレベルが第一の閉塞完了判定閾値に達した第一注目素子の当該
圧力信号の検出時刻が、圧力信号のＡＣレベルが第二の閉塞完了判定閾値に達した第二注
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目素子の当該圧力信号の検出時刻よりも早い場合、つまり、ステップＳ３３の判定がＹＥ
Ｓになるタイミングが、ステップＳ３７の判定がＹＥＳになるタイミングよりも早い場合
には、ステップＳ３８において、素子列６０が選択される。
【００９２】
　逆に、圧力信号のＡＣレベルが第一の閉塞完了判定閾値に達した第一注目素子の当該圧
力信号の検出時刻が、圧力信号のＡＣレベルが第二の閉塞完了判定閾値に達した第二注目
素子の当該圧力信号の検出時刻よりも遅い場合、つまり、ステップＳ３７の判定がＹＥＳ
になるタイミングが、ステップＳ３３の判定がＹＥＳになるタイミングよりも早い場合に
は、ステップＳ３８において、素子列７０が選択される。
【００９３】
　制御部１２は、ステップＳ３８において素子列を選択した時点で、ステップＳ３０～ス
テップＳ３７の処理を停止する。ステップＳ３８において選択した素子列を以下では選択
素子列という。
【００９４】
　次に、制御部１２は、ＲＡＭに記憶されている、上記の選択素子列について決定した注
目素子のＡＣレベルが閉塞完了判定閾値に達した時点での空気袋２の押圧力（ＨＤＰｍａ

ｘ）を第一の押圧値に設定する（ステップＳ３９）。選択素子列について決定された注目
素子のうち、ＡＣレベルが閉塞完了判定閾値に達した注目素子を閉塞完了時注目素子とも
いう。
【００９５】
　次に、制御部１２は、ＲＡＭに記憶されている、上記の選択素子列について決定した注
目素子のＡＣレベルが最大値に達した時点での空気袋２の押圧力（ＨＤＰＡＣｍａｘ）を
第二の押圧値に設定する（ステップＳ４０）。
【００９６】
　ここでは、圧力検出素子６ａ，７ａにより検出される圧力信号に基づいて素子列６０と
素子列７０のいずれか一方が選択素子列として選択されるが、センサ部６に含まれる素子
列６０と素子列７０のどちらを選択素子列とすべきかが予め設定されていてもよい。
【００９７】
　例えば素子列６０が選択素子列として予め設定されている場合には、ステップＳ３４～
ステップＳ３７の処理とステップＳ３８の処理は省略することができる。この場合は、ス
テップＳ３３の判定がＹＥＳになった場合にステップＳ３９以降の処理が行われる。
【００９８】
　図８は、図７のステップＳ３８で選択された選択素子列において決定された注目素子に
より検出される圧力信号の変化を示す図である。横軸は時刻であり、縦軸は圧力値である
。各時刻における圧力値は、各時刻において決定された注目素子により検出された圧力信
号のレベルである。
【００９９】
　血圧測定指示があると、時刻ｔ０の前に、センサ部６の基準レベルが設定される（図６
のステップＳ１）。そして、時刻ｔ０において押圧力の増加が開始される（図６のステッ
プＳ２）。
【０１００】
　押圧力が増加しはじめると、注目素子により検出される圧力信号のＡＣレベルは、時刻
ｔ１においてピーク（ＡＣｍａｘ）に達し、時刻ｔ２において、ＡＣｍａｘに係数α（こ
こでは０．５）を乗じた値に達する。そして、時刻ｔ２において、選択素子列が決定され
る。
【０１０１】
　なお、時刻ｔ０～時刻ｔ２の間は、図７に示したように、素子列６０，７０の各々に対
して、時刻毎に橈骨動脈Ｔ上に位置する注目素子が決定される。
【０１０２】
　時刻ｔ２では、時刻ｔ２での押圧力（ＨＤＰｍａｘ）が第一の押圧値として設定される
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（図７のステップＳ３９）。また、時刻ｔ２では、時刻ｔ１での押圧力（ＨＤＰＡＣｍａ

ｘ）が第二の押圧値として設定される（図７のステップＳ４０）。
【０１０３】
　図６の説明に戻り、ステップＳ３の処理によって選択素子列が決まると、制御部１２は
、空気袋２による押圧力を図７のステップＳ３９で設定した第一の押圧値に制御し、この
状態で押圧力を保持する（ステップＳ４）。
【０１０４】
　押圧力が第一の押圧値に保持された状態で、制御部１２は、選択素子列に含まれる複数
の圧力検出素子により検出されるＤＣレベルを取得し、取得したＤＣレベルに基づいて、
ステップＳ１４以降の校正用データ生成時及び連続血圧測定時に制御すべきロール角（以
下、最適ロール角という）を決定する（ステップＳ５）。
【０１０５】
　図９は、図６に示すステップＳ５の詳細を説明するためのフローチャートである。
【０１０６】
　まず、制御部１２は、回転駆動部１０を制御して、ロール角を任意の値に制御する（ス
テップＳ５１）。
【０１０７】
　次に、制御部１２は、選択素子列の各圧力検出素子のうちの閉塞完了時注目素子である
第一の圧力検出素子（図８の時刻ｔ２の時点で決定された注目素子）と、この第一の圧力
検出素子の橈骨側の隣にある第二の圧力検出素子と、この第一の圧力検出素子の尺骨側の
隣にある第三の圧力検出素子とによりそれぞれ検出された圧力信号のＤＣレベルを取得す
る（ステップＳ５２）。
【０１０８】
　次に、制御部１２は、取得した３つのＤＣレベルと、第一の圧力検出素子～第三の圧力
検出素子の位置との関係を示すグラフの平坦度を算出し、算出した平坦度を、現在制御し
ているロール角の値と対応付けてＲＡＭに記憶する（ステップＳ５３）。
【０１０９】
　例えば、制御部１２は、この３つのＤＣレベルの分散又は標準偏差を求め、求めた分散
又は標準偏差の逆数を平坦度として扱う。平坦度は、この３つのＤＣレベルのバラツキの
小ささを示す数値となる。
【０１１０】
　次に、制御部１２は、制御可能な全てのロール角の各々について平坦度を算出したか否
かを判定する（ステップＳ５４）。
【０１１１】
　全てのロール角について平坦度を算出していない場合（ステップＳ５４：ＮＯ）には、
制御部１２は、回転駆動部１０を制御して、平坦度をまだ算出していないロール角に変更
し（ステップＳ５５）、その後、ステップＳ５２以降の処理を行う。
【０１１２】
　全てのロール角について平坦度を算出した場合（ステップＳ５４：ＹＥＳ）には、制御
部１２は、ステップＳ５３の処理でＲＡＭに記憶されたロール角のうち、対応付けられて
いる平坦度が最大（ＤＣレベルのバラツキが最小と同義）となるロール角を最適ロール角
として決定する（ステップＳ５６）。なお、制御部１２は、ステップＳ５１においてロー
ル角を任意の値に制御した後、予め決められた時間待機し、この時間経過後のタイミング
で選択素子列の第一～第三の圧力検出素子により検出された圧力信号のＤＣレベルを取得
するのが好ましい。ロール角がある値から他の値に変更された直後には、センサ部６によ
る体表面の押圧姿勢が変化するため、血流が大きく変動している可能性がある。そこで、
ロール角を任意の値に制御してから少し待った後に検出される圧力信号のＤＣレベルを取
得することで、血流変化の影響を低減することができる。
【０１１３】
　図１０は、図１に示す脈波検出部１００のロール角を３つの値に制御した状態を示す図
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である。図１０（ａ）はロール角が＋θａ度に制御された状態を示す。図１０（ｂ）はロ
ール角が０度に制御された状態を示す。図１０（ｃ）はロール角が－θａ度に制御された
状態を示す。θａは任意の値である。
【０１１４】
　図１１は、図１０に示すようにロール角が制御された状態で選択素子列の各圧力検出素
子により検出される圧力信号のＤＣレベルと、この各圧力検出素子の位置との関係を示す
グラフである。
【０１１５】
　図１１に示す曲線１１０は、図１０（ａ）に示す状態で各圧力検出素子により検出され
た圧力信号のＤＣレベルの一例を示している。図１０（ａ）に示す状態では、選択素子列
において橈骨ＴＢ側の端部が橈骨ＴＢと近い位置にある。このため、曲線１１０の形状は
、橈骨ＴＢ側の端部においてＤＣレベルが高くなる形状となっている。
【０１１６】
　図１１に示す曲線１１１は、図１０（ｂ）に示す状態で各圧力検出素子により検出され
た圧力信号のＤＣレベルの一例を示している。図１０（ｂ）に示す状態では、図１０（ａ
）に示す状態と比べると、橈骨ＴＢからの圧力が弱くなる。このため、曲線１１１の傾斜
は、曲線１１０の傾斜よりも緩やかになっている。
【０１１７】
　図１１に示す曲線１１２は、図１０（ｃ）に示す状態で各圧力検出素子により検出され
た圧力信号のＤＣレベルの一例を示している。図１０（ｃ）に示す状態では、図１０（ｂ
）に示す状態と比べると、橈骨ＴＢからの圧力が弱くなる。このため、曲線１１２の傾斜
は、曲線１１１の傾斜よりも緩やかになり、３つの曲線１１０，１１１，１１２の中で最
も平坦度が高くなっている。
【０１１８】
　このように、素子列の各圧力検出素子により検出される圧力信号のＤＣレベルを見るこ
とで、骨又は腱等の硬い組織からの圧力の分布を把握することができる。
【０１１９】
　なお、最適ロール角決定時の押圧力は、ロール角を変更することで曲線１１０～１１２
のように曲線に変化が生じる程度に大きすぎない値であることが好ましい。また、最適ロ
ール角決定時の押圧力は、硬い組織からの圧力信号が検出される程度（橈骨動脈Ｔが十分
に閉塞する程度）の値とすることが好ましい。
【０１２０】
　つまり、上記係数αの値を適度な大きさにすることで、最適ロール角決定時の押圧力を
適度な大きさにすることができ、硬い組織からの圧力分布を正確に把握することができる
。
【０１２１】
　図１１に示した曲線は、選択素子列に含まれる全ての圧力検出素子により検出される圧
力信号のＤＣレベルによって形成されたものである。この選択素子列の下方には、橈骨、
橈骨動脈、腱がこの順に並んで存在する。
【０１２２】
　このため、図１１に示す曲線の形状は、橈骨からの圧力が強く検出されていて、選択素
子列に含まれる圧力検出素子のうちの最も橈骨に近い位置（橈骨側端部）にある圧力検出
素子のＤＣレベルが、選択素子列に含まれる圧力検出素子のうちの最も尺骨に近い位置（
尺骨側端部）にある圧力検出素子のＤＣレベルよりも高くなる形状と、腱からの圧力が強
く検出されていて、橈骨側端部の圧力検出素子のＤＣレベルが、尺骨側端部の圧力検出素
子のＤＣレベルよりも低くなる形状と、平坦な形状と、の主に３つのパターンをとる。
【０１２３】
　したがって、制御部１２は、図９のステップＳ５３において、選択素子列に含まれる圧
力検出素子のうちの橈骨側端部の圧力検出素子を上述した第二の圧力検出素子とし、選択
素子列に含まれる圧力検出素子のうちの尺骨側端部の圧力検出素子を上記の第三の圧力検
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出素子として、図１１に示した曲線の平坦度を算出してもよい。
【０１２４】
　また、制御部１２は、図９のステップＳ５２において、選択素子列の橈骨側端部と尺骨
側端部の各々にある２つの圧力検出素子により検出された圧力信号のＤＣレベルを取得し
、図９のステップＳ５３において、この２つのＤＣレベルの差の逆数を、図１１に示した
曲線の平坦度として扱ってもよい。
【０１２５】
　選択素子列に含まれる複数の圧力検出素子の位置とこれらにより検出されたＤＣレベル
との関係を示すグラフが平坦であるほど、硬い組織からの圧力の影響が少なく、硬い組織
に邪魔されずに橈骨動脈Ｔを押圧できていることを意味する。
【０１２６】
　硬い組織に邪魔されずに橈骨動脈Ｔを押圧できる状態を得るために、制御部１２は、制
御可能な全てのロール角について平坦度を算出し、算出した平坦度が最大となったロール
角を最適ロール角として決定している。
【０１２７】
　なお、制御部１２は、選択素子列に含まれる全ての圧力検出素子により検出された圧力
信号のＤＣレベルのバラツキから平坦度を算出し、算出した平坦度が最大となるロール角
を最適ロール角として決定してもよい。
【０１２８】
　上述したように、平坦度の算出に用いるＤＣレベルの数を２つ又は３つに限定すること
で演算量を削減することができる。この結果、消費電力の低減、最適ロール角の決定の高
速化を実現することができる。
【０１２９】
　また、図６のステップＳ５では、制御部１２が、素子列６０と素子列７０のいずれか一
方の素子列の複数の圧力検出素子により検出される圧力信号のＤＣレベルに基づいて最適
ロール角を決定するものとしたが、これに限らない。制御部１２は、素子列６０と素子列
７０の各々の圧力検出素子により検出される圧力信号のＤＣレベルに基づいて最適ロール
角を決定してもよい。
【０１３０】
　例えば、制御部１２は、図９のステップＳ５２において、素子列６０と素子列７０のそ
れぞれについて、複数の圧力検出素子により検出された圧力信号のＤＣレベルを取得する
。
【０１３１】
　そして、制御部１２は、図９のステップＳ５３において、素子列６０について取得した
複数のＤＣレベルに基づいて平坦度を算出して、現時点で制御中のロール角と対応付けて
記憶し、素子列７０について取得した複数のＤＣレベルに基づいて平坦度を算出して、現
時点で制御中のロール角と対応付けて記憶する。
【０１３２】
　制御部１２は、全てのロール角について素子列毎に平坦度を算出した後、図９のステッ
プＳ５６において、最大の平坦度が対応付けられているロール角を最適ロール角として決
定すればよい。
【０１３３】
　図６の説明に戻り、ステップＳ５の後、制御部１２は、センサ部６のロール角をステッ
プＳ５で決定した最適ロール角に制御する（ステップＳ６）。また、制御部１２は、空気
袋２による押圧力を図７のステップＳ４０で設定した第二の押圧値に制御し、この状態で
押圧力を保持する（ステップＳ７）。
【０１３４】
　ステップＳ５～ステップＳ７の処理を、図８を参照して説明する。なお、図８は、ロー
ル角が０度、＋θ１度、－θ１度の３つに制御可能な場合の動作例を示している。θ１は
任意の値である。
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【０１３５】
　図８に示すように、時刻ｔ２～時刻ｔ３の期間でロール角が０度に制御され、この状態
で平坦度が算出される。続いて、時刻ｔ３～時刻ｔ４の期間でロール角が＋θ１度に制御
され、この状態で平坦度が算出される。続いて、時刻ｔ４～時刻ｔ５の期間でロール角が
－θ１度に制御され、この状態で平坦度が算出される。
【０１３６】
　図８の例では、ロール角が０度に制御された状態で算出された平坦度が最大となる（最
適ロール角＝０度）。このため、制御部１２は、時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間で、センサ部
６のロール角を０度に制御する。また、制御部１２は、時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間で、押
圧力を第二の押圧値（ＨＤＰＡＣｍａｘ）に保持する。
【０１３７】
　なお、図８の例では、平坦度が最大となったロール角＝０度とされているため、時刻ｔ
５～時刻ｔ６の期間において、ロール角が－θ１度から０度に変化する。しかし、時刻ｔ
４～時刻ｔ５の期間において平坦度が最大となった場合には、時刻ｔ５～時刻ｔ６の期間
でのロール角の変更は不要である。すなわち、最適ロール角の決定と、最適ロール角への
制御とが同時に行われてもよい。
【０１３８】
　図６の説明に戻り、ステップＳ７の後、制御部１２は、素子列６０と素子列７０の各々
に含まれる複数の圧力検出素子により検出される圧力信号のＤＣレベルに基づいて、ステ
ップＳ１４以降の校正用データ生成時及び連続血圧測定時に制御すべきピッチ角（以下、
最適ピッチ角という）を決定する（ステップＳ８）。図８の例では、時刻ｔ６～時刻ｔ７
の期間においてステップＳ８の処理が行われる。
【０１３９】
　図１２は、図６に示すステップＳ８の詳細を説明するためのフローチャートである。
【０１４０】
　制御部１２は、図７のステップＳ３０～ステップＳ３７の過程でＲＡＭに記憶した第一
注目素子のうち、押圧力として第二の値（ＨＤＰＡＣｍａｘ）が対応付けられている第一
注目素子を選択する（ステップＳ８１）。
【０１４１】
　また、制御部１２は、図７のステップＳ３０～ステップＳ３７の過程でＲＡＭに記憶し
た第二注目素子のうち、押圧力として第二の値（ＨＤＰＡＣｍａｘ）が対応付けられてい
る第二注目素子を選択する（ステップＳ８２）。
【０１４２】
　なお、制御部１２は、ステップＳ８１及びステップＳ８２の代わりに、素子列６０の各
圧力検出素子６ａにより検出された圧力信号に基づいて橈骨動脈Ｔ上に位置する１つの第
一注目素子を選択し、素子列７０の各圧力検出素子７ａにより検出された圧力信号に基づ
いて橈骨動脈Ｔ上に位置する１つの第二注目素子を選択してもよい。
【０１４３】
　第一注目素子と第二注目素子を選択した後、制御部１２は、選択した第一注目素子によ
り検出される圧力信号のＤＣレベル（以下、末梢側ＤＣレベルという）と、選択した第二
注目素子により検出される圧力信号のＤＣレベル（以下、中枢側ＤＣレベルという）とを
比較し、この比較結果と現在のピッチ角とに基づいて、センサ部６のピッチ回転の回転方
向及び回転量を設定する（ステップＳ８３）。
【０１４４】
　具体的には、制御部１２は、末梢側ＤＣレベルが中枢側ＤＣレベルよりも小さい場合に
は、回転方向をプラス方向（図１において反時計回り）に設定する。また、制御部１２は
、中枢側ＤＣレベルが末梢側ＤＣレベルよりも小さい場合には、回転方向をマイナス方向
（図１において時計回り）に設定する。
【０１４５】
　また、制御部１２は、現在のセンサ部６のピッチ角の絶対値と、現在のピッチ角から上
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記の方法で設定した回転方向にセンサ部６を回転させた場合に取り得るピッチ角の絶対値
の最大値又は最小値との差の半分の値を回転量として設定する。
【０１４６】
　例えば、ピッチ角が、０度を基準にしてプラス方向とマイナス方向にそれぞれ最大５度
まで取り得るものとする。現在のピッチ角が０度であり、設定された回転方向がプラス方
向である場合には、現在のピッチ角からプラス方向に回転させた場合に取り得るピッチ角
の絶対値の最大値＝５度と現在のピッチ角＝０度との差の半分である２．５度が回転量と
して設定される。
【０１４７】
　また、現在のピッチ角が＋２．５度の状態で、設定された回転方向がマイナス方向であ
る場合には、現在のピッチ角からマイナス方向に回転させた場合に取り得るピッチ角の絶
対値の最小値＝０度と現在のピッチ角＝２．５度との差の半分である１．２５度が回転量
として設定される。
【０１４８】
　また、現在のピッチ角が＋２．５度の状態で、設定された回転方向がプラス方向である
場合には、現在のピッチ角からプラス方向に回転させた場合に取り得るピッチ角の絶対値
の最大値＝５度と現在のピッチ角＝２．５度との差の半分である１．２５度が回転量とし
て設定される。
【０１４９】
　そして、制御部１２は、設定した回転方向に、設定した回転量分、センサ部６をピッチ
回転させる（ステップＳ８４）。
【０１５０】
　ステップＳ８４の後、制御部１２は、ステップＳ８４の処理を予め決められた所定回数
行ったか否かを判定する（ステップＳ８５）。この所定回数は２以上の値が設定される。
所定回数は、最適ピッチ角の決定に要する時間の短縮と最適ピッチ角の決定精度とを考慮
して、３回とされるのが好ましい。
【０１５１】
　ステップＳ８５の判定がＮＯの場合にはステップＳ８３及びステップＳ８４の処理が再
び行われる。ステップＳ８５の判定がＹＥＳの場合には、制御部１２は、現時点でのピッ
チ角を最適ピッチ角として決定する（ステップＳ８６）。
【０１５２】
　図１３及び図１４は、第一注目素子と第二注目素子により検出される圧力信号の一例を
示す図である。図１３に示すように、第二注目素子により検出される圧力信号のＤＣレベ
ルが、第一注目素子により検出される圧力信号のＤＣレベルよりも小さい場合には、素子
列７０が体表面に近づく方向（マイナス方向）にピッチ回転が行われる。ピッチ回転が繰
り返されることで、図１４に示したように、２つのＤＣレベルが近い状態を得ることがで
きる。
【０１５３】
　以上のステップＳ８の処理により、素子列６０において橈骨動脈Ｔ上に位置する第一注
目素子と、素子列７０において橈骨動脈Ｔ上に位置する第二注目素子との各々により検出
される圧力信号のＤＣレベルが近くなって、素子列６０と素子列７０とでそれぞれ同じよ
うに橈骨動脈Ｔを押圧できる状態を実現する最適ピッチ角を決定することができる。
【０１５４】
　なお、制御部１２は、ステップＳ８１において、素子列６０の各圧力検出素子６ａによ
り検出される圧力信号のＤＣレベルの第一の平均値を算出し、ステップＳ８２において、
素子列７０の各圧力検出素子７ａにより検出される圧力信号のＤＣレベルの第二の平均値
を算出し、ステップＳ８３では、末梢側ＤＣレベルの代わりにこの第一の平均値を用い、
中枢側ＤＣレベルの代わりにこの第二の平均値を用いてピッチ回転方向を決定してもよい
。このようにすることでも最適ピッチ角を決定することは可能である。
【０１５５】
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　また、制御部１２は、ステップＳ８において、次のように最適ピッチ角を決定してもよ
い。
【０１５６】
　制御部１２は、図１２に示したステップＳ８１とステップＳ８２の処理を行った後に、
ピッチ角を、設定可能な全ての値に順次制御し、ピッチ角が各値に制御された状態におい
て得られる末梢側ＤＣレベルと中枢側ＤＣレベルの差を算出し、算出した差を制御中のピ
ッチ角と対応付けてＲＡＭに記憶する。
【０１５７】
　そして、制御部１２は、ＲＡＭに記憶されているピッチ角のうち、対応づけて記憶され
ている差の値が最小となるピッチ角を最適ピッチ角として決定する。
【０１５８】
　この変形例によれば、第一注目素子と第二注目素子の各々により検出される圧力信号の
ＤＣレベルが最も近くなる状態のピッチ角を最適ピッチ角として決定することができる。
【０１５９】
　この変形例では、制御部１２が、ステップＳ８１において、素子列６０の各圧力検出素
子６ａにより検出される圧力信号のＤＣレベルの平均値を算出し、ステップＳ８２におい
て、素子列７０の各圧力検出素子７ａにより検出される圧力信号のＤＣレベルの平均値を
算出し、末梢側ＤＣレベルと中枢側ＤＣレベルの差の代わりに、この２つの平均値の差を
算出して記憶してもよい。
【０１６０】
　また、制御部１２は、ステップＳ８において、特許文献１に記載されている方法により
、素子列６０と素子列７０の各々に含まれる圧力検出素子により検出される圧力信号のＡ
Ｃレベルに基づいて最適ピッチ角を決定してもよい。
【０１６１】
　図６の説明に戻り、ステップＳ８で最適ピッチ角を決定した後、制御部１２は、センサ
部６のピッチ角を、ステップＳ８で決定した最適ピッチ角に制御する（ステップＳ９）。
【０１６２】
　なお、図１２に示したステップＳ８の処理例では、ステップＳ８６における最適ピッチ
角の決定とステップＳ９の処理とは同時に行われる。
【０１６３】
　次に、制御部１２は、空気袋２０による押圧力を、ステップＳ７において保持した第二
の押圧値よりも小さくゼロよりも大きいリセット値（図８に示すＨＤＰＲＥＳＥＴ）まで
減少させて、押圧力をこのリセット値に保持する（ステップＳ１０）。
【０１６４】
　制御部１２は、この状態で、温度検出部７により検出された温度情報を取得し、取得し
た温度情報と、ステップＳ１において取得した温度情報との差を算出し、この差が温度閾
値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１１）。
【０１６５】
　この差が温度閾値未満である、すなわち、ステップＳ１の処理時と現在とでセンサ部６
の温度に大きな変化がない判定した場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、制御部１２はステッ
プＳ１４の処理を行う。
【０１６６】
　この差が温度閾値以上である、すなわち、ステップＳ１の処理時と現在とでセンサ部６
の温度に大きな変化があると判定した場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、制御部１２は、
押圧力をゼロに制御し（ステップＳ１２）、その後、現在の温度情報に基づいて、センサ
部６の各圧力検出素子により検出される圧力信号の基準レベルの再設定を行う（ステップ
Ｓ１３）。ステップＳ１３の後はステップＳ１４以降の処理が開始される。
【０１６７】
　ステップＳ１４において、制御部１２は、押圧力を現在の値から橈骨動脈Ｔを閉塞でき
る程度の予め決められた値まで増加させる（図８の時刻ｔ８～時刻ｔ９）。
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【０１６８】
　制御部１２は、ステップＳ１４において押圧力を増加させる速度を、ステップＳ２にお
いて押圧力を増加させるときの速度よりも遅い速度に制御するが、これに限定されるもの
ではない。
【０１６９】
　なお、図６のステップＳ１１～ステップＳ１３の処理は必須ではなく、省略することも
可能である。この場合は、ステップＳ１０の後にステップＳ１４の処理が行われる。
【０１７０】
　制御部１２は、ステップＳ１４で開始した押圧力の増加過程においてセンサ部６の各圧
力検出素子により検出される圧力信号をメモリ１５に記憶し、記憶した圧力信号に基づい
て、全ての圧力検出素子６ａ，７ａの中から最適圧力検出素子を決定する。
【０１７１】
　制御部１２は、例えば、押圧力の増加過程においてＡＣレベルが最大となる圧力信号を
検出した圧力検出素子を最適圧力検出素子として決定する。また、この圧力信号が検出さ
れたときの押圧力を最適押圧力として決定する（ステップＳ１５）。
【０１７２】
　ステップＳ１５の後、制御部１２は、メモリ１５に記憶されている、押圧力の増加過程
で上記最適圧力検出素子により検出された圧力信号に基づいて脈波包絡線データを生成す
る。
【０１７３】
　脈波包絡線データとは、センサ部６の押圧力（空気袋２の内圧）と、その押圧力で最適
圧力検出素子が体表面に押圧された状態で最適圧力検出素子により検出される圧力信号の
ＡＣレベルとを対応付けたデータである。
【０１７４】
　そして、制御部１２は、生成した脈波包絡線データに基づいてＳＢＰとＤＢＰを算出し
、ステップＳ１４で開始された押圧力の増加過程で上記最適圧力検出素子により検出され
た圧力信号と、算出したＳＢＰ及びＤＢＰとに基づいて、ステップＳ１８の連続血圧測定
時に用いる校正用データを生成し、校正用データをメモリ１５に記憶する（ステップＳ１
６）。
【０１７５】
　その後、制御部１２は、押圧力をステップＳ１５で決定した最適押圧力に保持する（ス
テップＳ１７、図８の時刻ｔ１０）。
【０１７６】
　そして、制御部１２は、ステップＳ１５で決定した最適圧力検出素子により検出される
圧力信号をメモリ１５に順次記憶していき、記憶した各圧力信号のＡＣレベルと、ステッ
プＳ１６で生成した校正用データとに基づいて、１拍毎にＳＢＰ及びＤＢＰを算出してメ
モリ１５に記憶する（ステップＳ１８）。制御部１２は、算出したＳＢＰとＤＢＰを例え
ば表示部１３に表示させて利用者に通知する。
【０１７７】
　制御部１２は、血圧測定の終了指示がなされるまでステップＳ１８の処理を繰り返し行
い、終了指示がなされると、血圧測定処理を終了する。
【０１７８】
　以上のように、本実施形態の生体情報測定装置は、ステップＳ５において最適ロール角
を決定し、センサ部６のロール角をこの最適ロール角に制御した状態で、ステップＳ８に
おいて最適ピッチ角を決定する。
【０１７９】
　このように、最適ロール角を決定し、決定した最適ロール角に制御した状態で最適ピッ
チ角を決定する手順を踏むことで、骨又は腱等の硬い組織からの圧力が脈波の検出精度に
与える影響を少なくした状態で、最適ピッチ角を決定することができる。
【０１８０】
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　校正用データ生成に必要な圧力信号の取得時及び連続血圧測定時には、脈波の検出精度
を高めるために、素子列６０による橈骨動脈Ｔの押圧状態と、素子列７０による橈骨動脈
Ｔの押圧状態とがほぼ同じになっている理想押圧状態とすることが好ましい。ステップＳ
８の処理は、この理想押圧状態を実現するための最適ピッチ角を決定する処理である。
【０１８１】
　本実施形態の生体情報測定装置によれば、骨又は腱等の硬い組織からの圧力による信号
レベルが低くなる最適ロール角に制御された状態で、理想押圧状態を実現するための最適
ピッチ角を決定することができる。
【０１８２】
　このため、理想押圧状態となる最適ピッチ角の決定を高精度に行うことができる。この
結果、ステップＳ１４以降の処理で検出される脈波の検出精度を向上させて、生体情報の
測定精度を向上させることができる。
【０１８３】
　また、本実施形態の生体情報測定装置では、ステップＳ８で最適ピッチ角を決定すると
きの押圧力（第二の押圧値）を、ステップＳ５で最適ロール角を決定するときの押圧力（
第一の押圧値）よりも小さくしている。
【０１８４】
　このように、第一の押圧値よりも第二の押圧値を小さくすることで、橈骨動脈Ｔが適度
に押圧された状態で最適ピッチ角の決定を行うことが可能となり、最適ピッチ角の決定精
度を向上させることができる。
【０１８５】
　橈骨動脈Ｔが適度に押圧された状態とは、橈骨動脈Ｔが閉塞されておらず、かつ、橈骨
動脈Ｔの押圧されている表面が平坦になって張力の影響が無視できる状態、いわゆるトノ
メトリ状態のことをいう。
【０１８６】
　図６に示す動作例では、ステップＳ７において、押圧力が、選択素子列の注目素子のＡ
Ｃレベルが最大値（ＡＣｍａｘ）となる押圧力（ＨＤＰＡＣｍａｘ）に保持される。押圧
力がＨＤＰＡＣｍａｘに保持された状態は、トノメトリ状態に最も近いと考えられる。こ
のため、第二の押圧値＝ＨＤＰＡＣｍａｘとすることで、最適ピッチ角の決定精度を向上
させることができる。
【０１８７】
　なお、図６に示す動作例では、第二の押圧値＝ＨＤＰＡＣｍａｘとしたが、これに限ら
ない。第二の押圧値は、選択素子列について時刻毎に決定された注目素子のＤＣレベルの
変化量が変化閾値以下となる状態の押圧力の範囲の任意の値であればよい。この注目素子
のＤＣレベルの変化量が最も小さくなる時の押圧力は、この注目素子のＡＣレベルが最大
となるときの押圧力とほぼ一致する。
【０１８８】
　つまり、第二の押圧値は、選択素子列について時刻毎に決定された注目素子のＡＣレベ
ルが最大となる押圧力付近の値が設定されていればよい。
【０１８９】
　具体的には、第二の押圧値は、選択素子列について時刻毎に決定された注目素子のＡＣ
レベルが、最大値（図８に示すＡＣｍａｘ）の０．９倍以上となるときの押圧力の範囲の
任意の数値に設定されるのが好ましく、この最大値の０．９５倍以上となるときの押圧力
の範囲の任意の数値に設定されるのがより好ましい。
【０１９０】
　押圧力＝ＨＤＰＡＣｍａｘに保持された状態はトノメトリ状態に最も近いと考えられる
。このため、図６の動作例のように、第二の押圧値はＨＤＰＡＣｍａｘに設定されるのが
最も好ましい。
【０１９１】
　また、本実施形態の生体情報測定装置によれば、ステップＳ３において素子列６０と素
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子列７０のうちのいずれか一方が選択素子列として選択される。そして、この１つの選択
素子列の複数の圧力検出素子により検出される圧力信号に基づいて最適ロール角が決定さ
れる。
【０１９２】
　具体的には、制御部１２は、ステップＳ３において、橈骨動脈Ｔを先に閉塞した素子列
を選択素子列として選択し、この選択素子列が橈骨動脈Ｔを閉塞した時点での押圧力に保
持した状態で最適ロール角を決定している。
【０１９３】
　この構成によれば、橈骨動脈Ｔが閉塞されたことによる血流変化等の影響を受けていな
い素子列から出力される圧力信号に基づいて最適ロール角を決定することができる。つま
り、選択素子列から出力される圧力信号の信頼性を高めることができ、最適ロール角の決
定精度を向上させることができる。
【０１９４】
　また、より短い時間で橈骨動脈Ｔを閉塞することができた素子列が選択素子列とされる
ことで、最適ロール角の決定にかかる時間を短縮して、血圧測定開始までの時間を短縮す
ることができる。
【０１９５】
　また、本実施形態の生体情報測定装置では、素子列６０，７０のいずれか一方の素子列
の圧力検出素子により検出される圧力信号のＤＣレベルに基づいて最適ロール角を決定し
ている。このように、圧力信号のＤＣレベルに基づいて最適ロール角を決定することで、
骨又は腱等の硬い組織からの圧力の影響を受けにくいロール角を高精度に決定することが
できる。
【０１９６】
　なお、制御部１２は、ステップＳ５において、選択素子列の圧力検出素子により検出さ
れる圧力信号のＤＣレベルの代わりに、選択素子列の圧力検出素子により検出される圧力
信号の絶対値に基づいて最適ロール角を決定してもよい。
【０１９７】
　ステップＳ４において押圧力が第一の押圧値に保持された状態は、選択素子列によって
橈骨動脈Ｔが閉塞されている状態である。つまり、この状態では、選択素子列の圧力検出
素子により検出される圧力信号のＡＣレベルは十分に小さくなっている。
【０１９８】
　このため、選択素子列の複数の圧力検出素子により検出される圧力信号の絶対値に基づ
いて最適ロール角を決定しても、ある程度の精度で、骨又は腱等の硬い組織からの圧力に
よる影響を低減させることは可能である。上述してきたようにＤＣレベルを用いる場合に
は、骨又は腱等の硬い組織からの圧力の分布をより正確に検出することができるため、最
適ロール角の決定精度を向上させることができる。
【０１９９】
　また、本実施形態の生体情報測定装置では、素子列６０，７０の各々に含まれる複数の
圧力検出素子により検出される圧力信号のＤＣレベルに基づいて最適ピッチ角を決定して
いる。このように、圧力信号のＤＣレベルに基づいて最適ピッチ角を決定することで、理
想押圧状態を実現可能な最適ピッチ角を高精度に決定することができる。この理由を以下
に述べる。
【０２００】
　本実施形態の生体情報測定装置では、素子列６０と素子列７０とが、生体の異なる部分
を押圧している。また、橈骨動脈Ｔは、抵抗の高い末梢側が中枢側よりも先に閉塞され始
めると、これに伴って反射波が発生する。この反射波は、素子列７０の橈骨動脈Ｔ上に位
置する圧力検出素子により検出される圧力信号に重畳される。
【０２０１】
　このように、押圧している生体部位の皮下組織の組成の違い及び反射波の発生等によっ
て、理想押圧状態であっても、素子列６０の橈骨動脈Ｔ上に位置する圧力検出素子により
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検出される圧力信号のＡＣレベルと、素子列７０の橈骨動脈Ｔ上に位置する圧力検出素子
により検出される圧力信号のＡＣレベルとは同じにならない場合がある。
【０２０２】
　一方、素子列６０の橈骨動脈Ｔ上に位置する圧力検出素子により検出される圧力信号の
ＤＣレベルと、素子列７０の橈骨動脈Ｔ上に位置する圧力検出素子により検出される圧力
信号のＤＣレベルは、押圧している生体部位の皮下組織の組成の違い及び反射波の発生等
によって影響を受けない。
【０２０３】
　このため、素子列６０，７０の各々に含まれる複数の圧力検出素子により検出される圧
力信号のＤＣレベルに基づいて最適ピッチ角を決定することで、最適ピッチ角を高精度に
決定することができる。
【０２０４】
　なお、素子列６０，７０の各々に含まれる複数の圧力検出素子により検出される圧力信
号のＡＣレベルに基づいて最適ピッチ角を決定することでも、ある程度の精度で最適ピッ
チ角を決定することは可能である。
【０２０５】
　また、本実施形態の生体情報測定装置によれば、素子列６０から選択した１つの圧力検
出素子と、素子列７０から選択した１つの圧力検出素子との２つの圧力検出素子により検
出される圧力信号に基づいて最適ピッチ角を決定することができる。
【０２０６】
　このように２つの圧力検出素子の圧力信号に基づいて最適ピッチ角を決定することで、
最適ピッチ角を決定するために必要な演算量を減らすことができ、消費電力低減と血圧測
定開始までの時間短縮が可能となる。
【０２０７】
　なお、図１２の処理例では、ステップＳ８１とステップＳ８２において、図７のステッ
プＳ３０～ステップＳ３７の過程で決定した注目素子の中から１つを選択している。この
ように、既に決定済みの注目素子の中から最適ピッチ角の決定に利用するものを選択する
ことで、最適ピッチ角を決定するために必要な演算量を減らすことができる。この結果、
消費電力低減と血圧測定開始までの時間短縮が可能となる。
【０２０８】
　また、本実施形態の生体情報測定装置は、最適ピッチ角を決定した後に、押圧力を第二
の押圧値よりも小さくゼロよりも大きいリセット値まで低下させ、その後、ステップＳ１
４以降の処理を行っている。このように、押圧力をゼロまでは下げずにステップＳ１４以
降の処理を行うことで、血圧測定開始までの時間を短縮することができる。
【０２０９】
　また、押圧力を一旦下げてからステップＳ１４以降の処理を行うことで、センサ部６が
最適ロール角及び最適ピッチ角に制御された状態で、最適押圧力及び最適圧力検出素子を
決定することができ、脈波の検出精度を高めることができる。
【０２１０】
　また、本実施形態の生体情報測定装置は、最適ピッチ角を決定した後に、初期状態にお
ける温度情報と、現在の温度情報とに大きな差が生じていた場合には、押圧力をゼロにし
た上で、センサ部６の各圧力検出素子の基準レベルを再設定する。このように、基準レベ
ルの再設定を行うことで、ステップＳ１４以降の処理における脈波の検出精度を向上させ
ることができる。
【０２１１】
　また、本実施形態の生体情報測定装置では、ステップＳ２において押圧力が増加すると
きの増加速度が、ステップＳ１４において押圧力が増加するときの増加速度よりも速くな
っている。
【０２１２】
　この構成によれば、最適ロール角及び最適ピッチ角の決定のために必要な押圧力の増加
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を高速に行うことができ、血圧測定開始までの時間を短縮することができる。一方、校正
用データ生成のために必要な押圧力の増加については相対的に遅くなっていることで、校
正用データを高精度に求めることが可能となる。
【０２１３】
　本実施形態の生体情報測定装置において、制御部１２は、ステップＳ５で最適ロール角
を決定するよりも前に、素子列６０と素子列７０の各々による圧力信号の検出状態が良好
となるように、センサ部６をピッチ回転させてもよい。
【０２１４】
　例えば、制御部１２は、ステップＳ２で押圧力の増加を開始してから、図７のステップ
Ｓ３８の処理が行われるまでの間の定期的なタイミングで、ＲＡＭに記憶された最新の第
一注目素子の圧力信号のＡＣレベルと、最新の第二注目素子の圧力信号のＡＣレベルとを
比較し、この比較結果に基づいて、ピッチ回転が必要か否かを判定する。
【０２１５】
　制御部１２は、この２つのＡＣレベルの差が閾値以上である場合には、ＡＣレベルが相
対的に小さい注目素子を含む素子列が橈骨動脈Ｔを良好に潰せていない状況であると判断
し、ピッチ回転が必要であると判定する。そして、この素子列が体表面に近づく方向にセ
ンサ部６をピッチ回転させる。このときの回転量は任意であるが、例えば制御可能な最小
値とすればよい。
【０２１６】
　制御部１２は、この２つのＡＣレベルの差が閾値未満である場合には、２つの素子列が
それぞれ橈骨動脈Ｔを良好に潰せている状況であると判断し、ピッチ回転は不要であると
判定する。
【０２１７】
　例えば、上記のタイミングで、最新の第一注目素子のＡＣレベルが、最新の第二注目素
子の圧力信号のＡＣレベルよりも閾値以上大きい場合には、制御部１２は、センサ部６を
マイナス方向にピッチ回転させる。
【０２１８】
　これにより、第二注目素子のＡＣレベルを高くすることが可能となる。この結果、ピッ
チ回転を行わない場合よりも、素子列７０が選択素子列となることのできる可能性を高め
ることができ、最適ピッチ角の決定に利用できる素子列の選択肢を増やすことができる。
【０２１９】
　図１５は、図６に示すステップＳ５の詳細処理の変形例を示すフローチャートである。
【０２２０】
　まず、制御部１２は、回転駆動部１０を制御して、ロール角を任意の値に制御する（ス
テップＳ９１）。
【０２２１】
　次に、制御部１２は、選択素子列の各圧力検出素子のうちの上述した第一の圧力検出素
子～第三の圧力検出素子によりそれぞれ検出された圧力信号のＤＣレベルを取得し、取得
した３つのＤＣレベルに基づいて、ステップＳ５２の処理と同様に平坦度を算出し、現在
制御中のロール角と対応付けてＲＡＭに記憶する（ステップＳ９２）
【０２２２】
　次に、制御部１２は、第二の圧力検出素子より検出された圧力信号のＤＣレベル（以下
、橈骨側ＤＣレベルという）と、第三の圧力検出素子より検出された圧力信号のＤＣレベ
ル（以下、尺骨側ＤＣレベルという）の差が閾値以上か否かを判定する（ステップＳ９３
）。
【０２２３】
　制御部１２は、橈骨側ＤＣレベルと尺骨側ＤＣレベルの差が閾値未満であった場合（ス
テップＳ９３：ＮＯ）には、回転駆動部１０を制御し、センサ部６を、プラス方向又はマ
イナス方向に最小角度でロール回転させ（ステップＳ９４）、その後、ステップＳ９２に
処理を戻す。
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【０２２４】
　制御部１２は、橈骨側ＤＣレベルと尺骨側ＤＣレベルの差が閾値以上であった場合（ス
テップＳ９３：ＹＥＳ）には、橈骨側ＤＣレベルが尺骨側ＤＣレベルよりも大きいか否か
を判定する（ステップＳ９５）。
【０２２５】
　制御部１２は、橈骨側ＤＣレベルが尺骨側ＤＣレベルよりも小さい場合（ステップＳ９
５：ＮＯ）には、ロール回転の方向をプラス方向（左肘側から見て反時計回り）に制限す
る（ステップＳ９６）。つまり、制御部１２は、平坦度を算出済みのロール角を除くロー
ル角のうち、現在のロール角よりもマイナス方向のロール角を、最適ロール角の候補から
は除外する
【０２２６】
　制御部１２は、橈骨側ＤＣレベルが尺骨側ＤＣレベルよりも大きい場合（ステップＳ９
５：ＹＥＳ）には、ロール回転の方向をマイナス方向（左肘側から見て時計回り）に制限
する（ステップＳ９７）。つまり、制御部１２は、平坦度を算出済みのロール角を除くロ
ール角のうち、現在のロール角よりもプラス方向のロール角を、最適ロール角の候補から
は除外する
【０２２７】
　ステップＳ９６及びステップＳ９７の後、制御部１２は、設定可能な全てのロール角の
うちの現在のロール角を基準とする上記制限した回転方向における角度の全てについて平
坦度を算出したか否かを判定する（ステップＳ９８）。
【０２２８】
　ステップＳ９８の判定がＮＯの場合、制御部１２は、回転駆動部１０を制御し、センサ
部６を、制限されている回転方向における設定可能なロール角のうち、平坦度をまだ算出
していないロール角に制御する（ステップＳ９９）。
【０２２９】
　そして、制御部１２は、第一の圧力検出素子～第三の圧力検出素子によりそれぞれ検出
された圧力信号のＤＣレベルを取得し、取得した３つのＤＣレベルに基づいて、ステップ
Ｓ５２の処理と同様に平坦度を算出し、現在制御中のロール角と対応付けてＲＡＭに記憶
する（ステップＳ１００）。ステップＳ１００の後はステップＳ９８に処理が戻る。
【０２３０】
　ステップＳ９８の判定がＹＥＳの場合、制御部１２は、ステップＳ９２及びステップＳ
１００の処理でＲＡＭに記憶されたロール角のうち、対応づけられている平坦度が最大と
なるロール角を最適ロール角として決定する（ステップＳ１０１）。
【０２３１】
　以上のように、図１５に示す変形例によれば、図９に示す処理例と比較して、平坦度を
算出するロール角の数を少なくすることができる。このため、最適ロール角を決定するた
めの演算量の削減及びロール回転に伴う消費電力の低減が可能となる。
【０２３２】
　なお、ロール角として設定可能な角度が０度、＋θ１度、－θ１度（θ１は任意の値）
の３つであり、ステップＳ９１における任意の値が０度である場合を考える。
【０２３３】
　この場合は、最初のステップＳ９３の処理の判定がＹＥＳかつステップＳ９５の判定が
ＮＯの場合には、制御部１２は＋θ１度を最適ロール角として決定する。また、最初のス
テップＳ９３の処理の判定がＹＥＳかつステップＳ９５の判定がＹＥＳの場合には、制御
部１２は－θ１度を最適ロール角として決定する。
【０２３４】
　このように、この変形例によれば、ロール回転をさせることなく最適ロール角を決定す
ることもできる。
【０２３５】
　本実施形態の生体情報測定装置では、回動部５が第一の軸Ｘと第二の軸Ｙの各々を中心
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に回転可能な構成としたが、回動部５は、第一の軸Ｘと第二の軸Ｙのいずれか一方を中心
に回転可能な構成であってもよい。
【０２３６】
　回動部５が第一の軸Ｘのみを中心に回転可能な構成（ピッチ回転のみ可能な構成）であ
る場合、制御部１２は、図６のフローチャートにおいて、ステップＳ５及びステップＳ６
の処理を省略し、ステップＳ４の処理の後にステップＳ７以降の処理を行えばよい。
【０２３７】
　また、回動部５が第一の軸Ｘのみを中心に回転可能な構成である場合には、センサ部６
の素子列６０と素子列７０は、それぞれ複数の圧力検出素子を含んでいる必要はなく、そ
れぞれ１つの圧力検出素子を含む構成であってもよい。つまり、センサ部６は、方向Ａに
並ぶ圧力検出素子６ａと圧力検出素子７ａとの２つの圧力検出素子のみを有する構成であ
ってもよい。
【０２３８】
　この構成の場合には、図７において説明した第一注目素子は常に同じ圧力検出素子６ａ
となり、第二注目素子は常に同じ圧力検出素子７ａとなる。また、ステップＳ３８では、
ＡＣレベルが先に閉塞完了判定閾値に到達した圧力検出素子が選択される。
【０２３９】
　また、ステップＳ３９では、この選択された圧力検出素子のＡＣレベルが閉塞完了判定
閾値に達した時点の押圧力が第一の押圧値に設定される。また、ステップＳ４０では、こ
の選択された圧力検出素子のＡＣレベルがピークに達した時点の押圧力が第二の押圧値に
設定される。
【０２４０】
　また、制御部１２は、ステップＳ８においては、図１２のステップＳ８１とステップＳ
８２を省略し、ステップＳ８３において、圧力検出素子６ａと圧力検出素子７ａの各々に
より検出される圧力信号のＤＣレベルを比較し、この比較結果と現在のピッチ角とに基づ
いてセンサ部６のピッチ回転の回転方向及び回転量を設定する。
【０２４１】
　回動部５が第二の軸Ｙのみを中心に回転可能な構成（ロール回転のみ可能な構成）であ
る場合、制御部１２は、図６のフローチャートにおいて、ステップＳ７～ステップＳ９の
処理を省略し、ステップＳ６の処理の後にステップＳ１０以降の処理を行えばよい。
【０２４２】
　また、回動部５が第二の軸Ｙのみを中心に回転可能な構成である場合には、センサ部６
において素子列６０と素子列７０のいずれか一方を削除した構成としてもよい。
【０２４３】
　例えばセンサ部６が素子列６０のみを有する構成の場合には、図７においてステップＳ
３４～ステップＳ３８が削除され、ステップＳ３３の判定がＹＥＳの場合に、ステップＳ
３９以降の処理が行われる動作となる。また、ステップＳ３９以降における選択素子列は
素子列６０となる。
【０２４４】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０２４５】
　例えば、ここまでは、手首の橈骨動脈から脈波を検出する手首装着型の生体情報測定装
置について説明されているが、頚動脈又は足背動脈から脈波を検出する装置に対して本発
明を適用してもよい。
【０２４６】
　また、センサ部６は、３つ以上の素子列が方向Ａに配列された構成であってもよい。
【０２４７】
　この構成の場合には、制御部１２は、図６のステップＳ３において、３つ以上の素子列
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の中から、橈骨動脈Ｔを最も早く閉塞した素子列を選択素子列として選択する。または、
制御部１２は、３つ以上の素子列のいずれか１つを予め選択素子列として選択する。
【０２４８】
　また、制御部１２は、図６のステップＳ８において、３つ以上の素子列の各々から選択
した１つの圧力検出素子により検出された圧力信号のＤＣレベル又はＡＣレベルの値が近
くなる最適ピッチ角を決定する。
【０２４９】
　次に、図１に示すセンサ部６の好ましい設計例について説明する。
【０２５０】
　図４には、素子列６０と素子列７０の間の距離Ｌ１（素子列６０と素子列７０の方向Ａ
の配列間隔）と、体表面に接触する押圧面６ｂの方向Ａの幅Ｌ２とが示されている。
【０２５１】
　発明者は、鋭意検討した結果、距離Ｌ１を５ｍｍ以上１５ｍｍ以下の範囲の任意の値と
することで、脈波の検出精度を向上させられることを見出した。
【０２５２】
　素子列６０と素子列７０の間の距離Ｌ１は、医師又は看護師が２本の指を手首に押し当
てて脈波を確認する触診の形態を模擬できることが好ましい。触診を行う際の２本の指の
中心同士の動脈方向の距離を多数の医師を対象に調査したところ、この距離は５ｍｍ以上
１５ｍｍ以下の範囲に入ることが分かった。
【０２５３】
　また、発明者は、素子列７０を削除した構成のセンサ部６を有する脈波検出部１００を
使用し、素子列６０の動脈方向における位置を順次変えながらトノメトリ法によって脈波
を検出する実験を複数人に対して行った。
【０２５４】
　図１６は、素子列の位置を変えながら脈波を検出した実験の結果の傾向を示す図である
。
【０２５５】
　図１６に示す横軸は、素子列の方向Ａの中心と手首の皮線との間の距離を示す。図１６
に示す縦軸は、トノメトリ状態が得られたときの素子列の体表面に対する押圧力を複数人
で平均した値を示す。図１６に示すように、素子列は、皮線から５ｍｍ以上２０ｍｍ以下
の範囲にある場合に、低い押圧力でトノメトリ状態を実現することができる。
【０２５６】
　低い押圧力でトノメトリ状態を実現できると、素子列によって検出される圧力信号には
、骨又は腱等の硬い組織からの圧力に応じた成分が含まれにくくなる。つまり、ノイズを
低減することができるため、脈波の検出精度を高めることができる。
【０２５７】
　図１６に示す結果から、２つの素子列６０，７０を有するセンサ部６においては、素子
列６０と素子列７０がそれぞれ、皮線から５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲に配置されるこ
とが好ましい。
【０２５８】
　末梢側に配置される素子列６０の方向Ａの中心が皮線から５ｍｍの位置に配置される場
合を考えると、図４に示す距離Ｌ１が１５ｍｍ以下である場合に、素子列６０と素子列７
０がそれぞれ、皮線から５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の範囲に位置することになる。したがっ
て、図１６に示す実験結果からも、距離Ｌ１は１５ｍｍ以下とするのが好ましいことが分
かった。
【０２５９】
　なお、本実施形態の脈波検出部１００は、押圧面６ｂがピッチ回転する構成である。上
記距離Ｌ１が小さすぎると、ピッチ回転させた場合でも、素子列６０，７０の各々により
検出される圧力信号群に差が生じにくくなる。距離Ｌ１が５ｍｍ以上あれば、ピッチ回転
させることによる脈波検出精度の向上効果を十分に得ることが可能である。
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【０２６０】
　また、距離Ｌ１が大きすぎると、中枢側に配置される素子列７０と動脈との距離が大き
くなりすぎてしまう。この結果、ピッチ角の最大値を大きくする必要がある。距離Ｌ１が
１５ｍｍ以下であれば、ピッチ角を大きくすることなく、２つの素子列によって動脈から
の脈波を十分に捉えることができる。
【０２６１】
　図４において、押圧面６ｂの方向Ａの一方の端縁から素子列６０の中心までの距離と、
押圧面６ｂの方向Ａの他方の端縁から素子列７０の中心までの距離と、距離Ｌ１とがそれ
ぞれ同じとなることで、素子列６０と素子列７０を体表面に同じ押圧力で押圧することが
できる。このため、図４に示した幅Ｌ２は、１５ｍｍ以上４５ｍｍ以下の範囲の任意の値
とすることが好ましい。
【０２６２】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【０２６３】
　開示された脈波検出装置は、一方向に並ぶ複数の圧力検出素子からなる２つの素子列が
前記一方向に直交する方向に配列されたセンサ部と、前記一方向が生体の体表面下の動脈
の伸びる方向と交差する状態で前記体表面に前記センサ部を押圧する押圧部と、を備え、
前記２つの素子列の前記一方向に直交する方向の配列間隔は、５ｍｍ以上１５ｍｍ以下で
ある。
【０２６４】
　開示された脈波検出装置は、前記一方向に伸びる軸と前記一方向に直交する方向に伸び
る軸の各々の周りに前記センサ部を回転させる回転機構を更に備えるものである。
【０２６５】
　開示された生体情報測定装置は、前記脈波検出装置と、前記圧力検出素子により検出さ
れた圧力信号に基づいて生体情報を算出する生体情報算出部と、を備えるものである。
【符号の説明】
【０２６６】
１００　脈波検出部
１　筐体
２　空気袋
３　平板部
５　回動部
５ａ　２軸回転機構
６　センサ部
６ａ，７ａ　圧力検出素子
６ｂ　押圧面
６０，７０　素子列
７　温度検出部
Ｘ　第一の軸
Ｙ　第二の軸
１０　回転駆動部
１１　空気袋駆動部
１２　制御部
１３　表示部
１４　操作部
１５　メモリ
ＴＢ　橈骨
Ｔ　橈骨動脈
１１０、１１１、１１２　曲線
Ａ，Ｂ　方向
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【図１】
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